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令和２年３月９日 

区 民 部 区 民 課 

 

 

江東区区民館条例の一部を改正する条例 

 

  
１ 改正の理由 

 

  行財政改革計画及び受益者負担の原則に基づき、全庁的に使用料の検証を実施した結

果、維持管理コストと最大徴収使用料の乖離が拡大傾向にあることから、施設使用料の

引き上げを行うこととなったため、江東区区民館条例の一部の改正を行い、施設使用料

を改定する。 

 

 

２ 改正の概要 

 

  使用料を２０％引き上げる。 

  なお、附則において経過措置を定める。 

 

 

３ 新旧対照表 

 

  ２、３ページのとおり。 

 

 

４ 施行日 

 

 令和２年１０月１日施行とする。 
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江東区区民館条例 新旧対照表 
 

現 行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 
別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

区分 
 
 
 
施設 

午前 
（９時～

１２時） 

午後 
（１３時

～ １ ７

時） 

夜間 
（１８時～

２１時３０

分） 

富

岡

区

民

館 

ホール １，６５０

円 
２，０５０

円 
３，１５０

円 

和室 ５５０ 
円 

６５０ 
円 

９５０ 
円 

第一洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

第二洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

枝

川

区

民

館 

ホール １，８５０

円 
２，３５０

円 
３，５５０

円 

和室 ８００ 
円 

１，０００

円 
１，５５０

円 

第一洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

第二洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

小

松

橋

区

民

館 

タウン

ホール 
３，０５０

円 
３，８５０

円 
５，８００

円 

第一和

室 
１，３５０

円 
１，７５０

円 
２，６００

円 

第二和

室 
１，１００

円 
１，３５０

円 
２，０５０

円 

 第一洋

室 
１，７００

円 
２，０５０

円 
３，１５０

円 

第二洋

室 
１，７００

円 
２，０５０

円 
３，１５０

円 

第三洋

室 
１，１００

円 
１，３５０

円 
２，０５０

円 

東

陽

タウン

ホール 
２，６５０

円 
３，３００

円 
５，０５０

円 

区分 
 
 
 
施設 

午前 
（９時か

ら１２時

まで） 

午後 
（１３時

から１７

時まで） 

夜間 
（１８時か

ら２１時３

０分まで） 

富

岡

区

民

館 

ホール １，９５０

円 
２，４５０

円 
３，７５０

円 

和室 ６５０ 
円 

７５０ 
円 

１，１００

円 

第一洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

第二洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

枝

川

区

民

館 

ホール ２，２００

円 
２，８００

円 
４，２５０

円 

和室 ９５０ 
円 

１，２００

円 
１，８５０

円 

第一洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

第二洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

小

松

橋

区

民

館 

タウン

ホール 
３，６５０

円 
４，６００

円 
６，９５０

円 

第一和

室 
１，６００

円 
２，１００

円 
３，１００

円 

第二和

室 
１，３００

円 
１，６００

円 
２，４５０

円 

 第一洋

室 
２，０００

円 
２，４５０

円 
３，７５０

円 

第二洋

室 
２，０００

円 
２，４５０

円 
３，７５０

円 

第三洋

室 
１，３００

円 
１，６００

円 
２，４５０

円 

東

陽

タウン

ホール 
３，１５０

円 
３，９５０

円 
６，０５０

円 
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区

民

館 

和室 １，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

洋室 １，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

砂

町

区

民

館 

タウン

ホール 
２，６５０

円 
３，３００

円 
５，０５０

円 

和室 ７００ 
円 

８５０ 
円 

１，３００

円 

南

砂

区

民

館 

ホール １，８５０

円 
２，２５０

円 
３，４００

円 

和室 １，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

第一洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 

第二洋

室 
１，０００

円 
１，３００

円 
２，０００

円 
 

区

民

館 

和室 １，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

洋室 １，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

砂

町

区

民

館 

タウン

ホール 
３，１５０

円 
３，９５０

円 
６，０５０

円 

和室 ８００ 
円 

１，０００

円 
１，５５０

円 

南

砂

区

民

館 

ホール ２，２００

円 
２，７００

円 
４，０５０

円 

和室 １，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

第一洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 

第二洋

室 
１，２００

円 
１，５５０

円 
２，４００

円 
 

備考 （略） 備考 （略） 
 附 則 
 （施行期日） 
 １ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 
 （経過措置） 
 ２ この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に行う使用の承認について

適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前

の例による。 
  

 
 


